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・破産法の施行に伴う不動産軍記事務の取扱いについて（通達）

破産法（平成16年法律第7．5号），破産睦の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律・呼成16年痕律第76号），破産規則（平成16－年最高裁判所規則第14

号）及び不動産登記法施行細則由一部を改正す阜省令（平成16年法轟省令第88

号）・がヰ成17年1月1日から施行されること「とな．りましたので，これに伴う不動産

登記事務の取扱いについては，下記の点に留意するよう，貴管下軍記官に周知方取り

計らい願い、ます。

なお・本通達中，「新破産軌とあるのは上記破産法を，「整備法」とあるのは破

産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律・を，「法」とあるのは整備法によ．る

改正後の不動産登記法・‾（明治32年法律第24号）．を∴「細則」とあるのは改正後の

不動産登記法施行細則ヰ明治32年司法省令第11・奇声を，「現則」とあるのは破産

規則をいいます。■

記

第1不動産登記に関連する改正の概要

新破産法は，社会経済情勢の変化とこれに伴う破産事件の著しい増加にかんがみ，

破産手続の迅速化及び合理化を図るとともに，その実効性及び公正さを確保するた

め，現行の破産法（大正11年法律第71号。以下「旧破産法」という。）を廃止

・して，新たに制定されたものであり，これに伴い，新破産法第14条等町規定に基

づき，破産手続等に関し必要な事項を定める規則が新たに制定された。

改正事項のうち不動産登記に関連す阜ものは，次のとおりである。

1’登記の嘱託の権限

新破産法にお．†1ては・破軍手禦甲する登記の嘱託カ．準判所書甲町権限と品12誹
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れた（新破産法第257条から第259条草で）。」

2　破産者が法人である場合の破産の登記等の廃止

旧破産法においては・破産財団に属する財産の管理処分権が破産管財人に移転

し，破産者がその権限を喪失していることや，破産手続が終了したため破産者が

その権限を復活したことなどを公示するという趣旨から，破産財団に属する不動

産に関する権利で登記をしたものについて，破産の垂記又は破産取消し，破産廃

止，強制和議取消し若しくは破産終結の登記をすることとされていた（旧破産法

第120条，第121条）。しかし，新破産法においては，破産者が法人である

場合には・法人登記簿に破産手続開始の登記等がされ（新破産法第・257条第1

項・第7剰・第三者は，これにより当該法人が破産手続開喝の決定等を受けた

事実を知ることができることから，破産者が法人である場合における破産財団に

属する魔利で登記がされたものに関する破産の登記又は破産取消し，破産廃止若

しくは破産終韓の登記の制度が廉止された（新破産法第258条第1項参卿。

3　保全処分の制度の新設

否認権のための保全処分（新破産法第171条）の制度及び役員の財産に対す

る保全処分（新破産法第177条）の制度が新設されるとともに，これらの処分

に関する登記の制度が創設された（新破産法巣259条）。

4　否認に関する登記手続の整備

否認権の行使によって取り戻した財産にづいて破産管財人による任意売却等を

原因とする破産者から第三者への所有権移転登記等をする際の否認の登記の抹消

等，否認に関する登記手続が整備された（新破産培笥260条）。

5　担保権消滅の制度の新設

担保権消滅の制度が新設されるとともに，同制度により消滅した担保権に係る

登記の抹消に関する手続が創設された（新破産法第190条第5項）。

第2　個人の破産手続に関する登記

1破産手続開始の登記の嘱託

（11裁判所書記官は・個人である債務者について破産手続開始の決定があった場

合において，破産財団に属する権利で登記がされたものがあることを知ったと

きは・職権で，遅滞なく，破産手続開始の登記を登記所に嘱託しなければなら

ないとされた（新破産法第258条第1項第2号）。

（2）裁判所書記官は・相続財産について破産手続開始の決定があった場合におい

ても・破産財団に属する権利で聾記されたものがあることを知ったときは，
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